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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
第一基板と第二基板とが貼り合わされた貼り合せ基板を、互いに交差する第一方向と第二
方向とに分断することにより、前記貼り合せ基板を単位基板ごとに分割する貼り合せ基板
の分断方法であって、
刃先稜線に切欠きのない第一カッターホイールと、
刃先稜線に切欠きと突起とが交互に形成されるとともに、切欠きの周方向長さを突起の周
方向長さより長くした第二カッターホイールとを用いて、
第一カッターホイールと第二カッターホイールとを貼り合せ基板を挟んで上下に対向する
ように配置し、
（ａ）第二基板の第一方向に沿って第二カッターホイールでフルカットとなるスクライブ
を行うと同時に、第一基板の第一方向に沿って第一カッターホイールによりスクライブを
行い、
（ｂ）次いで、第一基板の第一方向に沿ってブレイク処理を行って前記単位基板が一列に
並んだ複数の短冊状基板を形成し、
（ｃ）次いで、各短冊状基板の第二基板の第二方向に沿って第二カッターホイールでフル
カットとなるスクライブを行うと同時に、第一基板の第二方向に沿って第一カッターホイ
ールによりスクライブを行い、
（ｄ）次いで、前記各短冊状基板の第一基板の第二方向に沿ってブレイク処理を行って単
位基板ごとに分割することを特徴とする貼り合せ基板の分断方法。
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【請求項２】
　第一基板と第二基板との板厚が異なる場合に、板厚が厚い基板側を第二基板として配置
する請求項１に記載の貼り合せ基板の分断方法。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カッターホイール（スクライビングホイールともいう）を用いて貼り合せ基
板を分断する分断方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図７は、液晶パネルの製造に用いる貼り合せガラス基板の断面図である。液晶パネル等
の製造プロセスでは、２枚の薄いガラス基板Ｇ１，Ｇ２（表側の第一基板Ｇ１と裏側の第
二基板Ｇ２）が接着材１１で貼り合わされた大面積のマザー基板Ｍが用いられる。このよ
うなマザー基板Ｍから製品を製造するには、製品単位となる単位基板Ｕごとに分断する工
程が含まれる。
【０００３】
　単位基板Ｕごとに分断する工程としてクロススクライブを用いた方法が知られている。
すなわち、図８に示すように、マザー基板Ｍの第一基板Ｇ１の表面に対して、カッターホ
イールでＸ方向のスクライブラインＳ１を形成し、次いで、Ｘ方向と交差するＹ方向のス
クライブラインＳ２を形成するクロススクライブを行う。このようにしてＸ－Ｙ方向に交
差した複数本のスクライブラインを格子状に形成した後に、マザー基板Ｍを反転し、ブレ
イク装置に送り、第二基板Ｇ２側からブレイクバーで押圧し、第一基板Ｇ１を各スクライ
ブラインに沿って撓ませる。これにより、第一基板Ｇ１は単位基板Ｕごとにブレイクされ
る。このとき、第二基板Ｇ２は未だ分断されていないので、ブレイクされた第一基板Ｇ１
は接着材１１によって第二基板Ｇ２に固着され、単位基板Ｕごとに分離されることはない
。
【０００４】
　続いて、第二基板Ｇ２に対して、図９に示すように、同様にＸ方向のスクライブライン
Ｓ３を形成し、次いでＹ方向のスクライブラインＳ４を形成するクロスクスライブを行い
、その後、ブレイク装置に送られて第二基板Ｇ２がブレイクされる。このとき、マザー基
板Ｍが単位基板Ｕごとに分離される。
　このように、貼り合せ基板を分断する際に、第一基板Ｇ１、第二基板Ｇ２のそれぞれに
対してクロススクライブとブレイクとが行われる。
【０００５】
　マザー基板Ｍにスクライブラインを形成するためのカッターホイールとして、図１０に
示すような滑らかな刃先稜線部２を有するカッターホイール１ａ（ノーマルカッターホイ
ール１ａという）と、図１１に示すような刃先稜線部２に切欠き３（溝）を設けて基板に
対しすべりにくくするとともに浸透性を高めるようにしたカッターホイール１ｂ（溝付き
カッターホイール１ｂという）とが用いられている（特許文献１参照）。
【０００６】
　前者のノーマルカッターホイール１ａは、刃先稜線部の両側の傾斜面を形成するために
刃先稜線部の両側を砥石で研削する。傾斜面には研削条痕の凹凸が形成されるが微細であ
り、通常、刃先稜線部の中心線平均粗さＲａが０．４μｍ未満である（中心線平均粗さと
は「ＪＩＳ　Ｂ　０６０１－１９８２」で規定された工業製品の表面粗さを表すパラメー
タの１つである）。このようにノーマルカッターホイール１ａの刃先は、非常に滑らかな
稜線面が形成されている。
【０００７】
　後者の溝付きカッターホイール１ｂには、具体的には、三星ダイヤモンド工業社製の「
ＡＰＩＯ（登録商標）」カッターホイールがある。この溝付きカッターホイールは、切欠
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き（溝）の周方向長さが突起部分の周方向長さ（２つの隣接する切欠きの間の稜線長さ）
より短くしてあるのが特徴である。例えばホイール外径が３ｍｍの「ＡＰＩＯ」では、切
欠きの深さは１μｍ程度であり、切欠きの周方向長さは４～１４μｍ程度（したがって突
起部分の周方向長さは１４μｍ以上）である。
【０００８】
　スクライブ工程後にブレイク工程を伴う分断方法によって貼り合せ基板を分断する際に
は、ノーマルカッターホイール１ａ（以後Ｎ型ホイール１ａと略す）、あるいは切欠きの
周方向長さが突起部分の周方向長さよりも短くしてある「ＡＰＩＯ」カッターホイール（
以後Ａ型ホイール１ｂと略す）のいずれかが利用されている。
【０００９】
　Ｎ型ホイール１ａとＡ型ホイール１ｂとによるスクライブ加工の特徴について説明する
。Ｎ型ホイール１ａは、刃先稜線が滑らかに仕上げられていることから、基板に形成され
るスクライブラインの溝面は、Ａ型ホイール１ｂで形成されるよりもはるかに傷のない端
面強度が強い優れたスクライブ加工が可能である。その一方で、形成されるスクライブラ
インの浸透性（切り溝の深さ）、スクライブライン形成後の分離性についてはＡ型ホイー
ル１ｂよりも劣る。そのため、互いに直交するＸ方向とＹ方向とにクロススクライブを行
う場合には、交点部分にスクライブラインが形成できなくなる「交点飛び」現象が発生す
ることがあった。
【００１０】
　これに対し、Ａ型ホイール１ｂは刃先稜線に切欠きが形成されているため、Ｎ型ホイー
ル１ａよりもスクライブラインの浸透性が優れており、形成される切り溝の深さはＮ型ホ
イール１ａよりも深くなり、基板に対するかかりよさ（すべりにくさ）が改善されるとと
もに、クロススクライブの際の交点部分に「交点飛び」が発生しにくいスクライブ加工を
行うことができる。
【００１１】
　一方、溝付きカッターホイールの種類としては、図１１に示した「ＡＰＩＯ」カッター
ホイール以外に、これよりもさらに高浸透のスクライブを行うことを目的として、図１２
に示すように、刃先稜線部の切欠きの周方向長さを突起部分の周方向長さよりも長くした
溝付きカッターホイール１ｃ（例えば三星ダイヤモンド工業社製の「Ｐｅｎｅｔｔ（登録
商標）」カッターホイール）も製造されている。切欠きの周方向長さが突起部分の周方向
長さより長いタイプの「Ｐｅｎｅｔｔ」カッターホイール（以後Ｐ型ホイール１ｃと略す
）は、突起が基板に与える打点衝撃が大きくなり、深い垂直クラックを形成することがで
きる（特許文献１参照）。
　このタイプは、スクライブ工程でクラックを裏面まで浸透させるようにして、いきなり
完全分断（フルカット加工）することができる高浸透性カッターホイールである。
【００１２】
　そこで、高浸透性のＰ型ホイール１ｃを用いて、第一基板、第二基板のそれぞれの第一
方向、第二方向に対するスクライブ工程でいきなり完全分断する分断方法が知られている
。
　図１３、図１４は、Ｐ型ホイール１ｃを用いてフルカットとなるスクライブを行うこと
による分断の加工手順を示した図である。
【００１３】
　まず、マザー基板Ｍの第一基板Ｇ１の表面に対して、Ｐ型ホイール１ｃでＸ方向にフル
カットラインＢ１となるスクライブを行い、次いで基板を反転して第二基板Ｇ２の表面に
対して、Ｘ方向にフルカットラインＢ２となるスクライブを行う。これにより、ブレイク
工程を行うことなく、Ｘ方向のフルカットラインＢ１，Ｂ２に沿って分断され、複数の短
冊状基板Ｍｘが切り出される。
　次いで、短冊状基板Ｍｘに対し、第一基板Ｇ１上でＸ方向と交差するＹ方向に沿ってフ
ルカットラインＢ３となるスクライブを順次行い、次いで短冊状基板Ｍｘを反転し第二基
板Ｇ２上でＹ方向に沿ってフルカットラインＢ４となるスクライブを順次行う。これによ
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り、Ｙ方向のフルカットラインＢ３，Ｂ４に沿って分断され、複数の単位基板Ｕごとに分
割される。このように、Ｐ型ホイール１ｃによるフルカット加工を採用することにより、
ブレイク工程が不要になるので、工程短縮を図ることができる点で優れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】国際公開番号ＷＯ２００７／００４７００公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　刃先稜線の切欠きの周方向長さが突起部分の周方向長さより長いＰ型ホイール１ｃを用
いた分断加工は、突起が基板に与える打点衝撃が大きいことに起因してフルカット加工が
可能になるのであるが、その一方で、大きな打点衝撃が貼り合せ基板の端面強度を劣化さ
せる原因となっている。
　そのため、Ｐ型ホイール１ｃで分割された単位基板Ｕに、液晶等を封入した場合に、端
面強度が弱いため、液晶漏れが発生したりする不具合が発生し、歩留まりを低下させるこ
とがあった。
【００１６】
　また、図１３、図１４で説明した手順によるＰ型ホイールによる分断では、基板反転を
２回繰り返さなければならず、各反転時に基板を反転させる付帯設備あるいは人手による
作業が必要になっていた。特に、初回の反転は、短冊状基板Ｍｘに加工される前のマザー
基板Ｍ全体を一挙に反転させる必要があるため、基板面積が大きくなるほど困難な作業に
なっていた。
【００１７】
　そこで、本発明は、クロススクライブが行われる分断方法に比較して、ブレイク工程の
回数を減らすだけでなく、基板を反転する工程を完全になくすようにして工程短縮を図る
とともに、個々の単位基板に分割したときに、製品に必要な端面強度を与えることができ
る分断方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　上記目的を達成するために本発明では次のような技術的手段を講じた。すなわち、本発
明にかかる貼り合せ基板の分断方法は、第一基板と第二基板とが貼り合わされた貼り合せ
基板を、互いに交差する第一方向と第二方向とに分断することにより、当該基板を単位基
板ごとに分割する貼り合せ基板の分断方法であって、刃先稜線に切欠きのない第一カッタ
ーホイール（Ｎ型ホイール）と、刃先稜線に切欠きと突起とが交互に形成されるとともに
、切欠きの周方向長さを突起の周方向長さより長くした第二カッターホイール（Ｐ型ホイ
ール）とを用いる。第一カッターホイールと第二カッターホイールは、貼り合せ基板を挟
んで上下に対向するように配置し、以下の手順で加工する。
（ａ）第二基板の第一方向に沿って第二カッターホイールでフルカットとなるスクライブ
を行うと同時に、第一基板の第一方向に沿って第一カッターホイールによりスクライブを
行う。
（ｂ）次いで、第一基板の第一方向に沿ってブレイク処理を行って前記単位基板が一列に
並んだ複数の短冊状基板にする。
（ｃ）次いで、各短冊状基板の第二基板の第二方向に沿って第二カッターホイールでフル
カットとなるスクライブを行うと同時に、第一基板の第二方向に沿って第一カッターホイ
ールによりスクライブを行う。
（ｄ）次いで、前記各短冊状基板の第一基板の第二方向に沿ってブレイク処理を行って単
位基板ごとに分割する。
【発明の効果】
【００１９】
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　本発明によれば、第二基板については第二カッターホイールを用いて第一方向、第二方
向ともフルカットとなるスクライブ加工を行う。第一基板については、第一カッターホイ
ールを用いて第一方向、第二方向とも有限深さのスクライブ加工を行い、続いてブレイク
処理を行う。したがって、第一基板についても、また第二基板についても、同一種類（Ｎ
型またはＰ型）のカッターホイールで基板のＸ方向、Ｙ方向を加工すればよいので、基板
を反転させる必要がなくなる。ブレイク工程についても、第一基板だけ行えばよいので基
板を反転させる必要がない。
　そして、最終的に切り出された単位基板は、第二基板側の四辺については第二カッター
ホイールを用いているので端面強度は強くないが、第一カッターホイールによりスクライ
ブを行う第一基板側の四辺については端面強度が強くなる。
　したがって、貼り合せ基板としてみれば四辺のいずれについても、端面強度の弱い端面
と強い端面が含まれており、四辺とも弱い端面だけで形成される端面がないので、平均的
な端面強度が確保される。
　さらに、本発明によれば、クロススクライブを行っていないので、交点飛び現象が発生
することもない。
【００２０】
　上記発明において、基板の板厚が異なる場合は、板厚が厚い基板側を第二基板として配
置するようにするのが好ましい。
　これにより、板厚が厚い側の基板を第二カッターホイール（Ｐ型ホイール）でフルカッ
トとなるスクライブを行うことになる。板厚が厚い基板は、薄い基板よりも機械的なスク
ライブ加工に対しては強いので、強い荷重が衝撃的に加わる第二カッターホイールでの加
工を厚い側の基板に対して行う方がより望ましい。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の分断方法を実施する際に用いる分断システムの一例を示す平面図である
。
【図２】図１の分断システムの一部であるスクライブ装置を示す斜視図である。
【図３】図１の分断システムの一部であるブレイク装置を示す斜視図である。
【図４】本発明の分断方法による加工手順と各工程での加工状態を示す図である。
【図５】図４に続いて加工手順と各工程での加工状態を示す図である。
【図６】本発明による分断方法を採用して分断した単位基板の端面の状態を示す模式図で
ある。
【図７】液晶パネルの製造に用いる貼り合せガラス基板の断面図である。
【図８】従来の貼り合せ基板の加工手順を示す図である。
【図９】従来の貼り合せ基板の加工手順を示す図である。
【図１０】ノーマルカッターホイール（Ｎ型ホイール）の形状を示す図である。
【図１１】溝付きカッターホイール（Ａ型ホイール）の形状を示す図である。
【図１２】溝付きカッターホイール（Ｐ型ホイール）の形状を示す図である。
【図１３】従来の貼り合せ基板の加工手順を示す図である。
【図１４】従来の貼り合せ基板の加工手順を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明にかかる貼り合せ基板の分断方法の詳細を、図面に基づいて詳細に説明する。な
お、以下で説明する実施形態は、一例にすぎず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の
態様をとることができることはいうまでもない。
【００２３】
（分断システムの構成）
　図１は、本発明の基板分断方法を実施する際に用いる分断システムＭＴの一実施形態を
示す概略的な平面図である。
　加工対象のマザー基板Ｍは、２枚のガラス基板Ｇ１，Ｇ２を貼り合わせてあり、液晶パ
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ネルとなる単位基板（単位構造体）が基板のＸＹ方向（面方向）に格子状に並ぶように形
成されており、マザー板Ｍを単位基板ごとに分断することで製品が得られるようになって
いる。
【００２４】
　分断システムＭＴは、大きく分類すると、マザー基板ＭのＸ方向（第一方向）を加工す
るための第一ライン１００と、マザー基板ＭのＹ方向（第二方向）、すなわち後述する短
冊状基板ＭｘのＹ方向を加工するための第二ライン２００と、第一ライン１００から第二
ライン２００に短冊状基板Ｍｘを移送するための移送機構４００とからなる。
【００２５】
　説明の便宜上、分断システムＭＴに、ｘｙｚ座標系を図１において図示するように定め
る。すなわち、分断システムＭＴの加工開始位置（後述する第一テーブル１０１）で、マ
ザー基板ＭのＸ方向（第一方向）と、分断システムＭＴのｘｙｚ座標系のｘ方向とが一致
し、Ｙ方向（第二方向）とｙ方向とが一致するものとする。また、ｙ方向は分断システム
ＭＴの基板搬送方向に一致するものとする。
　また、マザー基板Ｍは上側(表側)が第二基板Ｇ２、下側（裏側）が第一基板Ｇ１となる
ように載置される。
【００２６】
　初めに、第一ライン１００について説明する。第一ライン１００は、第一テーブル１０
１、スクライブ装置１０２、第二テーブル１０３、ブレイク装置１０４、第三テーブル１
０５がこの順で直列に並べて配置されている。
　第一テーブル１０１、第二テーブル１０３、第三テーブル１０５には、それぞれ独立に
駆動される一対のコンベアベルト１０６が取り付けられており、マザー基板Ｍはこの上で
支持されながら、順次ｙ方向に搬送されるようにしてある。なお、スクライブ装置１０２
、および、ブレイク装置１０４の位置には、隣接するコンベアベルト１０６間に、基板搬
送に支障ない幅の間隙が形成してあり、この間隙でスクライブ加工やブレイク処理が行わ
れるようにしてある。
【００２７】
　図２は、スクライブ装置１０２の構造を示す斜視図である（後述するスクライブ装置２
０２はｘ方向の幅が異なるだけで同じ構造である）。なお、図２において説明の便宜上、
コンベアベルト１０６の図示を省略し、テーブル１０１，１０３はその裏側が図示できる
ようにするため一点鎖線で位置のみを図示した。
　スクライブ装置１０２は、第一テーブル１０１、第二テーブル１０３の境界部分に配置
してあり、加工可能な位置までマザー基板Ｍが搬送されると、フルカットとなるスクライ
ブ加工を行うためのＰ型ホイール１１１Ｐ（図１２参照）が加工部位の上側に配置され、
有限深さの溝を形成するスクライブのためのＮ型ホイール１１２Ｎ（図１０参照）が対向
して加工部位の下側に配置されるようにしてある。
　Ｐ型ホイール１１１Ｐを加工部位の上側、Ｎ型ホイール１１２Ｎを下側に配置するよう
にしているのは、後述するブレイク処理の際にブレイクバー１３１を上から下降させてブ
レイクする方法が、下から上昇させてブレイクするよりも簡単にブレイクすることができ
るからである。
【００２８】
　Ｐ型ホイール１１１ＰとＮ型ホイール１１２Ｎとは、基板の板厚により、適切なホイー
ル径のものが使用される。一般に、ホイール径はスクライブする基板の板厚が厚くなるほ
ど切断時の押圧荷重を高める必要があり、そのためにホイール径はスクライブする基板の
板厚に応じて決定する。基板の板厚が等しいときは同径にすればよく、板厚が異なるとき
は厚い方のホイール径を薄い方よりも大きくすればよい。
【００２９】
　Ｐ型ホイール１１１Ｐは支持体１１３（スクライブヘッド）によって、また、Ｎ型ホイ
ール１１２Ｎは支持体１１４（スクライブヘッド）によって、それぞれ上下移動可能に取
り付けられるとともに、スクライブ時の押圧荷重を調整できるようにしてある。支持体１
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１３，１１４は、両側の支持柱１１５によってｘ方向に水平に橋架された上下のガイドバ
ー１１６のガイド１１７に沿って移動可能に取り付けられ、モータ１１８の駆動によりｘ
方向に移動するようにしてある。
【００３０】
　また、ｘ方向およびｙ方向に移動することが可能な一対の台座１１９に、カメラ１２０
がそれぞれ設けられている。台座１１９は支持台１２１上でｘ方向に延設されたガイド１
２２に沿って移動する。カメラ１２０は、上下に移動することにより撮像の焦点を自動調
整することができ、カメラ１２０で撮影された画像はモニタ１２３に表示される。
【００３１】
　テーブル１０１，１０２上のコンベアベルト１０６（図１参照）に載置されたマザー基
板Ｍの表面には、位置を特定するためのアライメントマーク（不図示）が設けられており
、カメラ１２０によりアライメントマークを撮像することにより、マザー基板Ｍの位置を
調整する。具体的には、コンベアベルト１０６に支持されたマザー基板Ｍの表面のアライ
メントマークを、カメラ１２０により撮像してアライメントマークの位置を特定する。特
定されたアライメントマークの位置に基づいて、マザー基板Ｍ表面の載置時の位置ズレお
よび方向ズレが画像処理にて検出される。その結果、マザー基板Ｍに対するスクライブ（
およびフルカットスクライブ）時に、位置ズレに対してはスクライブ開始位置がｙ方向に
微調整される。方向ズレに対してはｘ方向およびｙ方向のスクライブ動作を組み合わせた
直線補間動作によりスクライブ線が形成される。具体的にはコンベアベルト１０６による
ｙ方向の移動と、モータ１１８の駆動によるｘ方向の移動とを連動させることにより方向
調整が行われる。
【００３２】
　図３は、ブレイク装置１０４の構造を示す斜視図である（後述するスクライブ装置２０
４はＸ方向の幅が異なるだけで同じ構造である）。なお、図３においても説明の便宜上、
コンベアベルト１０６の図示を省略し、テーブル１０３，１０５は一点鎖線で位置のみを
図示した。さらにアライメントマークによる位置特定を行うためのカメラおよびその支持
機構などは図２に記載した構造と同じであるので、同符号を付すことにより、説明の一部
を省略する。
【００３３】
　ブレイク装置１０４は、第二テーブル１０３と第三テーブル１０５との境界部分に配置
してあり、マザー基板Ｍが搬送されると、基板上方のブレイクバー１３１が下降して基板
面を押圧するようにしてある。ブレイクバー１３１の下面にはＶ字溝が形成してあり、基
板のＸ方向に沿ったスクライブラインが形成されているマザー基板Ｍを押圧するときに、
そのスクライブラインに直接触れないようにＶ字溝で避けながら押圧することができる。
　ブレイクバー１３１には、中央に上下駆動するためのピストン１３２が設けられ、両サ
イドにガイドロッド１３３が設けられている。また、両側の支持柱１３４によりｘ方向に
水平に橋架された台座１３５にピストン１３２の一端が固定され、左右のガイドロッド１
３３が孔１３６を貫通するように構成されている。これにより、ピストン１３２がブレイ
クバー１３１を上下移動させたときにブレイクバー１３１が横ぶれすることがなくなる。
【００３４】
　ここで、第一ライン１００の一連の動作を図１に基づいて説明する。第一テーブル１０
１に載置されたマザー基板Ｍはスクライブ装置１０２に搬送されて、基板のＸ方向（第一
方向）に対する上下同時スクライブ加工（上側はフルカット）が行われ、第二テーブル１
０３に搬出される。さらに第二テーブル１０３からブレイク装置１０４に搬送されて、ブ
レイク処理が行われ、第三テーブル１０５には単位基板がｘ方向に一列に並んだ短冊状基
板Ｍｘが搬出される。
【００３５】
　次に、移送機構４００について説明する。この移送機構４００は、第一ライン１００に
よる加工を終えて第三テーブル１０５に搬出された短冊状基板Ｍｘを、第二ライン２００
に移送する処理を行う。
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【００３６】
　移送機構４００は、第四テーブル４０３、アーム４０４、アーム駆動装置４０５からな
る。
　第四テーブル４０３は、第三テーブル１０５をｙ方向に延長するように設けられ、第三
テーブル１０５のコンベアベルト１０６を延長するように、第四テーブル４０３にもコン
ベアベルト１０６が設けられ、アーム４０４の旋回角（９０度）との関係で予め設定した
受け渡し位置まで短冊状基板Ｍｘが搬送されるようにしてある。
【００３７】
　アーム４０４は、ロッド状のアーム本体４０４ａと、真空吸着機構（不図示）により短
冊状基板Ｍｘの着脱が可能な吸着パッド４０４ｂとからなり、アーム駆動装置４０５によ
り制御される。アーム本体４０４ａの一端はアーム駆動装置４０５に支持され、上下移動
（ｚ移動）を行うとともに旋回運動が行われるようにしてある。
　旋回運動は第四テーブル４０３の受け渡し位置から９０度の回転が行われ、吸着パッド
４０４ｂに吸着された短冊状基板Ｍｘを、後述する第二ライン２００の第五テーブル２０
１に載置するようにしてある。
【００３８】
　移送機構４００の一連の動作について説明する。短冊状基板Ｍｘが第四テーブル４０３
上の予め設定された受け渡し位置まで搬送されると、その短冊状基板Ｍｘの上方からアー
ム４０４が吸着パッド４０４ｂを下に向けて下降し（－ｚ移動）、短冊状基板Ｍｘの上面
に吸着する。
　アーム４０４は短冊状基板Ｍｘを吸着した状態で上昇し（＋ｚ移動）、続いて第二ライ
ン２００の第五テーブル２０１に向けて９０度旋回する。そして第五テーブル２０１の上
方に来た時点で旋回を停止した後、下降し（－ｚ移動）、短冊状基板Ｍｘを第五テーブル
２０１のコンベアベルト１０６上に載置して吸着を解き、再び上昇した位置で、次の搬送
まで待機する。
　以上の動作により、短冊状基板Ｍｘの第二ライン２００側への移送が終了する。
【００３９】
　第二ライン２００の加工開始位置（第五テーブル２０１）では、短冊状基板Ｍｘは、第
一ライン１００に載置されていたときから９０度回転しているので、短冊状基板ＭｘのＹ
方向（第二方向）がｘｙｚ座標系のｘ方向に一致するようになる。
【００４０】
　次に、第二ライン２００について説明する。第二ライン２００は、第五テーブル２０１
、スクライブ装置２０２、第六テーブル２０３、ブレイク装置２０４、第七テーブル２０
５がこの順で直列に配置されている。
　第五テーブル２０１、第六テーブル２０３、第七テーブル２０５には、それぞれ独立に
駆動される一対のコンベアベルト１０６が取り付けてあり、短冊状基板Ｍｘが順次搬送さ
れるようにしてある。なお、スクライブ装置２０２、および、ブレイク装置２０４の位置
には、隣接するコンベアベルト間に、基板搬送に支障ない幅の間隙が形成してあり、この
間隙にてスクライブ加工やブレイク処理が行われるようにしてある。
【００４１】
　スクライブ装置２０２、ブレイク装置２０４は、図２、図３で説明したスクライブ装置
１０２、ブレイク装置１０４と横幅寸法（ｘ方向の寸法）が異なるだけで基本構造は同じ
であるので、これらについても同図を参照する。そして各テーブル２０１，２０３，２０
５以外については同じ符号を用いることで説明を省略する。
【００４２】
　第二ライン２００では、第五テーブル２０１に載置された短冊状基板Ｍｘはスクライブ
装置２０２に搬送されて、短冊状基板ＭｘのＹ方向に対する上下同時スクライブ加工（上
側はフルカット）が行われ、第六テーブル２０３に搬出される。さらに第六テーブル２０
３からブレイク装置２０４に搬送され、ブレイク処理が行われ、第七テーブル２０５には
単位基板Ｕが搬出される。
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【００４３】
（加工手順）
　次に、上述した分断システムＭＴ全体による貼り合せ基板の加工手順について、図を用
いて説明する。図４、図５は本発明の分断方法による加工手順と各工程における加工状態
を示す図である。
　まず、マザー基板Ｍを、第一ライン１００の第一テーブル１０１に、第二基板Ｇ２側を
上にして、さらに基板のＸ方向（第一方向）がｘ方向に一致するようにして載置する。
【００４４】
　そして、スクライブ装置１０２に搬送して、第二基板Ｇ２にはＰ型ホイール１１１Ｐに
よりフルカットラインＢ１を形成し、同時に第一基板Ｇ１にはＮ型ホイール１１２Ｎによ
り有限深さのスクライブラインＳ１を形成して、第二テーブル１０３に搬出する。その結
果、図４（ａ）に示すように、第二基板Ｇ２にはフルカットラインＢ１が形成され、第一
基板Ｇ１には有限深さのスクライブラインＳ１が形成された状態になる。
【００４５】
　続いて、マザー基板Ｍを第二テーブル１０３からブレイク装置１０４に搬送し、図４（
ｂ）に示すように、第二基板Ｇ２側からブレイクバーによる押圧で第一基板Ｇ１をブレイ
クしてフルカットラインＢ２とし、第三テーブル１０５に搬出する。その結果、短冊状基
板Ｍｘが形成された状態になる。
　そして短冊状基板Ｍｘを、移送機構４００により、第四テーブル４０３の受け渡し位置
を経由して、第二ライン２００の第五テーブル２０１に移送する。このとき、短冊状基板
Ｍｘは、第二ライン２００の第五テーブル２０１に、第二基板Ｇ２側を上にしたままで、
さらにＹ方向（第二方向）がｘ方向に一致するようにして載置される。
【００４６】
　続いて、短冊状基板Ｍｘをスクライブ装置２０２に搬送して、第二基板Ｇ２にはＰ型ホ
イール１１１ＰによりフルカットラインＢ３を形成し、同時に第一基板Ｇ１にはＮ型ホイ
ール１１２Ｎにより有限深さのスクライブラインＳ３を形成して、第六テーブル２０３に
搬出する。その結果、図５（ａ）に示すように、第二基板Ｇ２にはフルカットラインＢ３

が形成され、第一基板Ｇ１には有限深さのスクライブラインＳ３が形成された状態になる
。
【００４７】
　続いて、短冊状基板Ｍｘを第六テーブル２０３からブレイク装置２０４に搬送し、図５
（ｂ）に示すように、第二基板Ｇ２側からブレイクバーによる押圧で第一基板Ｇ１をブレ
イクしてフルカットラインＢ４とし、第七テーブル２０５に搬出する。その結果、単位基
板Ｕごとにばらばらに分断された状態になる。
【００４８】
　図６は、上述した手順で分離された単位基板Ｕの端面強度の状態を示す模式図である。
四辺の端面は、いずれも第二基板Ｇ２がＰ型ホイール１１１Ｐでフルカットされ、第一基
板がＮ型ホイール１１２Ｎでスクライブされているので、第一基板の端面強度Ｅ１は強く
、第二基板の端面強度Ｅ２はそれより弱くなっている。各分断面については、強い端面強
度と弱い端面強度により端面強度は平均化される。
【００４９】
　本実施形態では、上下の基板Ｇ１，Ｇ２に形成するスクライブラインおよびフルカット
ラインはすべて同一平面上の端面になるようにしたが、外部との電気接続を行う端子領域
の形成のために段差面が形成される端面の場合であっても、加工の際に形成するスクライ
ブの本数が増えるだけで、本発明をそのまま適用することができる。
　また、本実施形態は２枚のガラスを貼り合わせたマザー基板を対象にしたが、ガラス基
板以外の脆性材料からなる貼り合せ基板においても利用することができる。
【産業上の利用可能性】
【００５０】
　本発明のスクライブ方法は、ガラス基板などの貼り合せ基板を分断する際に利用するこ
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【符号の説明】
【００５１】
Ｍ　貼り合せ基板（マザー基板）
Ｍｘ　短冊状基板
Ｇ１　第一基板
Ｇ２　第二基板
Ｅ１　強い端面強度
Ｅ２　弱い端面強度
Ｂ１　第二基板の第一方向（Ｘ方向）のフルカットライン
Ｓ１　第一基板の第一方向（Ｘ方向）のスクライブライン
Ｂ２　第一基板の第一方向（Ｘ方向）のフルカットライン
Ｂ３　第二基板の第二方向（Ｙ方向）のフルカットライン
Ｓ３　第一基板の第二方向（Ｙ方向）のスクライブライン
Ｂ４　第一基板の第二方向（Ｙ方向）のフルカットライン
１００　第一ライン
２００　第二ライン
４００　移送機構
１０２　スクライブ装置（上下同時スクライブ）
１０４　ブレイク装置
１１１Ｐ　溝付きカッターホイール（Ｐ型ホイール）
１１２Ｎ　ノーマルカッターホイール（Ｎ型ホイール）
２０２　スクライブ装置（上下同時スクライブ）
２０４　ブレイク装置

【図１】 【図２】



(11) JP 5156085 B2 2013.3.6

【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】 【図１４】
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